
令和 6 年度 第 2 回 浜田市地域公共交通活性化協議会 

 

 

日 時 令和 6 年 7 月 12 日（金）        

13 時 30 分～15 時 00 分 

 

場 所  浜田市役所 5 階 議会全員協議会室  

 
 
 

1 会長あいさつ 

 

 

2 報告事項 

（1）補欠委員及び役員について  ······················ 資料 1   

 

（2）規約及び事務局規程について  ···················· 資料 2-1、2-2 

 

（3）第 1 回協議会（書面審議）の結果について  ········ 資料 3 

 

3 議題 

(1) 令和 5 年度事業報告及び決算・監査報告について  ···· 資料 4-1、4-2、4-3 

  

  

   

(2) 令和 6 年度事業計画及び予算について ··············· 資料 5-1、5-2 

 

 

 

4 その他 



(敬称略、順不同)

番号 団体名等 役　職 氏名（現） 備考

1 浜田市 副市長 砂 川 明 会長

2 島根県立大学 教授 松 田 善 臣 副会長

3 中国運輸局島根運輸支局 首席運輸企画専門官 齋 藤 慎 哉 ※　欠席

4 島根県地域振興部交通対策課 課長 佐 川 賢 一
※　代理
課長補佐　藤井　博光

5 浜田警察署 交通課長 安 田 清 則 ※

6 国土交通省浜田河川国道事務所 副所長 安 部 正 和

7 島根県浜田県土整備事務所 統括調整監 荒 木 伸 次

8 浜田市社会福祉協議会 地域福祉係長 鎌 田 佳 奈 ※

9 浜田女性ネットワーク 会員 金 本 妙 子

10 浜田市医師会 監事 河 野 通 久 欠席

11 浜田商工会議所 副会頭 今 井 久 晴

12 石央商工会 事務局長 植 田 尚 樹 ※　欠席

13 浜田地域協議会 委員 三 浦 美 穂
監事
欠席

14 金城地域協議会 委員 山 本 宏 明 ※　欠席

15 旭地域協議会 副会長 今 田 泰

16 弥栄地域協議会 委員 三 浦 通 江

17 三隅地域協議会 委員 岡 田 綾 子 ※

18 西日本旅客鉄道株式会社浜田管理駅 業務助役 中 嶋 真 吾 ※

19 石見交通株式会社 常務取締役 渡 辺 健 一

20 島根県旅客自動車協会浜田支部 支部長 砂 田 光 監事

21 島根県交通運輸産業労働組合協議会 事務局長 丸 山 武 欠席

22 株式会社Fromハート 事務長 足 立 豪 欠席

23 有限会社弥栄総合企画 代表取締役 三 浦 道 憲
代理
取締役　田辺　紋華

24 大新東株式会社松江営業所 所長 福 間 公 啓
代理
管理担当　濱田　大樹

※ 人事異動等により変更のあった委員

《事務局・支所担当課》

区　分 部　署 役　職 氏名 備考

事務局 地域政策部 部長 田 中 健 司 事務局長

まちづくり社会教育課 課長　副参事 河 上 や す え 事務局次長

まちづくり社会教育課 公共交通係長 稲 田 誠 事務局員

まちづくり社会教育課 同係主任主事 吾 郷 樹 事務局員

支所 金城支所防災自治課 課　長 岩 﨑 久 佳

旭支所防災自治課 課　長 戸 田 光 明 欠席

弥栄支所防災自治課 課　長 佐 々 木 誠

三隅支所防災自治課 課　長 石 原 孝 光

令和6年度 浜田市地域公共交通活性化協議会委員名簿
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浜田市地域公共交通活性化協議会規約 
 

（設置） 

第 1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法律第 59号。以下「法」

という。）第 6条第 1項の規定に基づき、浜田市地域公共交通計画（法第 5条第 1項に規

定する地域公共交通計画をいう。以下「交通計画」という。）の策定に関する協議及び交

通計画の実施に関し必要な協議等を行うとともに、市民の生活に必要な旅客輸送の確保そ

の他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項

の協議等を行うため、浜田市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

 

（事務所） 

第 2条 協議会の事務所は、浜田市殿町 1番地（浜田市役所内）に置く。 

 

（所掌事務） 

第 3条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（1）交通計画の策定及び変更の協議に関する事項 

（2）交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

（3）交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項 

（4）交通計画の達成状況の評価に関する事項 

（5）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

（協議会の構成員） 

第 4条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。 

（1）市職員のうち市長が指名する者 

（2）学識経験者 

（3）次に掲げる団体等の代表者又はその推薦する者 

  ア 地域公共交通の利用者に関係する団体 

  イ 公共交通事業者等 

  ウ 道路管理者 

  エ 島根県浜田警察署 

  オ 交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者 

  カ 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体 

  キ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

  ク 関係行政機関 

（4）前 3号に掲げる者のほか、協議会の運営上必要と認められる者 

 

（任期） 

第 5条 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

（役員） 

第 6条 協議会に下記の役員を置く。 

999877
スタンプ



- 2 - 

 

（1）会 長  1人 

（2）副会長  1人 

（3）監 事  2人 

2 会長は、第 4条第 1号に掲げる委員をもって充てる。 

3 会長は、協議会を代表し、その会務を統括する。 

4 副会長及び監事は、委員の中から会長が指名する。 

5 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
 

（会議） 

第 7条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は出席委員の 3分の 2以上をもって決する。 

4 会長は、会議への代理出席を認めることができる。 

5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運

営に支障が生じると認められる議題については、非公開で行うものとする。 

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議

への出席を求めることができる。 

7 会長は、協議会の議事に支障があると認められるときは、委員を退席させることができる。 

8 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

（幹事会） 

第 8条 第 3条各号に掲げる事項について協議会の業務を円滑に行うため、協議会に幹事会

を置くことができる。 

2 幹事会は、会長、副会長及び委員の中から協議会が必要と認めた者で構成する。 

3 幹事会は、必要に応じて関係者を招集し、意見を聴くことができる。 
 

（部会） 

第 9条 第 3条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議

会に部会を置くことができる。 

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
 

（協議結果の尊重義務） 

第 10条 協議会で協議が調った事項については、委員はその協議結果を尊重しなければなら

ない。 
 

（事務局） 

第 11条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

2 事務局は、浜田市地域政策部まちづくり社会教育課に置く。 

3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

（会計） 

第 12条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

2 協議会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わるものとする。 
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（監査） 

第 13条 会長は、毎会計年度終了後、必要な書類を監事に提出し、その監査を受けなければ

ならない。 

2 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 
 

（財務に関する事項） 

第 14条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（報償費及び旅費） 

第 15条 委員等が協議会の会議等に出席したときは、日額 6,000円の報償費及び浜田市特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 20年浜田市条例第 37号）

の例による旅費に相当する額の実費弁償を支給する。ただし、次に掲げる委員については、

これを支給しないものとする。 

（1）国、県、市の常勤職員 

（2）前号に定めるもののほか、申し出のあった委員 
 

（協議会が解散した場合の措置） 

第 16条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長で

あった者がこれを決算する。 
 

（その他） 

第 17条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定

める。 
 

附 則 

（施行期日） 

1 この規約は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 （浜田市地域公共交通活性化協議会規約の廃止） 

2 浜田市地域公共交通活性化協議会規約（平成 23年制定）は、廃止する。 
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浜田市地域公共交通活性化協議会事務局規程 
 

（趣旨） 

第 1条 この規程は、浜田市地域公共交通活性化協議会規約（令和 5年制定）第 11条第 3項の

規定に基づき、浜田市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）の事務局の運営

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第 2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

（1）協議会の会議に関すること。 

（2）協議会の資料作成に関すること。 

（3）協議会の庶務に関すること。 

（4）その他会長が必要と認める事項に関すること。 

 

（職員等） 

第 3条 事務局に事務局長、事務局次長、その他必要な職員を置く。 

2 事務局長は、浜田市地域政策部長をもって充てる。 

3 事務局次長は、浜田市地域政策部まちづくり社会教育課副参事をもって充てる。 

4 事務局員は、浜田市地域政策部まちづくり社会教育課職員をもって充てる。 

 

（専決事項） 

第 4条 事務局長は、事務局の運営に関する事項（次項各号に掲げるものを除く。）を専決する

ことができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。 

2 事務局次長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められ

る事項については、この限りでない。 

（1）物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結等に関すること。 

（2）物品及び現金の出納に関すること。 

（3）その他軽易な事項に関すること。 

 

（文書の取扱い） 

第 5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存等については、浜田市において定め

る取扱いの例による。 

 

（公印の取扱い） 

第 6条 協議会の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管

理者は、別表のとおりとする。 

2 協議会の公印の使用、保管等については、浜田市において定める取扱いの例による。 

 

（その他） 

第 7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規程は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

（浜田市地域公共交通活性化協議会事務局規程の廃止） 

2 浜田市地域公共交通活性化協議会事務局規程（平成 23年制定）は、廃止する。 

 

 

別表（第 6条関係） 

名称 形状 書体 
寸法 

（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 
用途 個数 管理者 

浜田市地域

公共交通活

性化協議会

会長之印 

 

てん書 21×21 
会長名をもって

発する文書 
1 事務局長 

 

浜田市地 
域公共交 
通活性化 
協議会会 
長 之 印 
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令和 6 年 6 月 26 日 

浜田市地域公共交通活性化協議会 

          
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

従来、島根県内においては、各市町村の交通サービスの水準・形態とも様々であり、ど

の路線を維持し、どういった手法で運行するかについては、最終的には、市町村の判断に

おいて設定されるべきものであるが、生活交通の確保については、県においても相当の責

任を負うという考え方から、本県においては、一定の要件の下に県も支援を実施しており、

県及び市町村が連携することにより、県民の日常生活に密着した生活交通の維持を図って

きたところである。また、JR西日本による三江線廃止に伴う沿線地域における代替交通の

確保維持にも努めるなど、地域独自の課題への対応も県及び関係市町村で対応してきてい

るところ、生活交通は地域の幹線に様々な形態の地域内交通が接続することによりネット

ワークを形成し、最も効率的にその機能を発揮するものであると考えられるが、本県にお

いては、市街地を運行する系統も含めて、ほぼ全ての地域間幹線系統が事業として成り立

たない状況にあり、本事業を活用して、ネットワークの核となる地域間幹線系統を持続的

に維持確保しようとするものである。 

浜田市においては、隣接する益田市、江津市へ通じる幹線交通である鉄道とバスを軸に、

市域内に広範に路線バス、市生活路線バス、市予約型乗合タクシーにより構成される公共

交通機関網が広がっている。これらの公共交通については、益田市や江津市の総合病院・

大規模な商店等が当市民の日常生活機能を担う中で、幹線交通が貴重な手段として、車を

運転できない高齢者等を中心に、生活に必要不可欠な交通として機能している。 

また、この幹線交通に通じる市生活路線バス等が支線の役割を果たしている。 

しかしながら、人口減少と自家用車の普及により、当市の公共交通機関の利用者は減少

を続け、収支悪化による行政負担の増加をはじめ、運行に様々な問題が発生している。 

加えて、バス乗務員不足の状況から路線廃止が行われており、令和２年度に２路線、令

和５年度に１路線が廃止となっており、路線廃止後は浜田市による生活路線バスを運行し

ている。今後も住民の通院・買い物を中心とした生活に不可欠な当該路線を存続していく

ことが必要である。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、周布江津線及び浜田益田線、弥栄線を確

保・維持することで、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

・市内の路線全体の利用者数５５０，０００人以上とする。 

・補助対象路線別での利用者を 

【周布江津線】 ２０６，４７５人以上 

【浜田益田線】  ６６，０７７人以上 

【弥栄線】    ２０，５１２人以上とする。 

・市内の路線の収支率を４０％以上とする。 

・市民１人当たりの地域公共交通に係る実質市負担額を１，０６０円以内とする。 

住民生活に必要な生活交通を持続的に維持していくために必要な支援を行うとともに、

運行経費の節減については、事業者に経営努力を引き続き求めながら、利用促進に向けた

サービス向上等を期待したいと考える。 

 目標としては市内地域間幹線バス系統の輸送人員について、令和５年度実績値を上回る

こととしながら、地元意見を積極的に取り入れて路線のあり方を今後も検討していく。 

 収支改善率について令和５年度実績値から１％以上改善する。 

（浜田市地域公共交通計画 Ｐ６２～６３参照） 
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（２）事業の効果 

生活交通の多くが、地域間幹線系統と接続しており、主に自家用車等の移動手段を持た

ない住民が日常生活において広域的な移動することを可能にしている。 

本事業により、地域間幹線系統の路線を維持することで、地域住民に必要不可欠な移動

手段が確保される。 

弥栄線を維持することにより、弥栄地域の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段

が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系が

実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

※生産性向上の取組と整合性を図ることが必要です。 

・体験乗車会（浜田市・石見交通） 

・免許返納割引制度ＰＲや交通系ＩＣカードの利用促進（石見交通） 

・系統や便数、運行ダイヤの見直し（石見交通） 

・バスマップの更新、作成と周知（浜田市） 

 ・人材確保（浜田市、石見交通） 

（浜田市地域公共交通計画 Ｐ５６～６１参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１のとおり。（該当箇所色づけ） 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 表２のとおり。（該当箇所色づけ） 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・住民ヒアリング（高齢者クラブや大学生等利用者からの意見聴取） 

・事業者による乗降調査 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 表４のとおり。 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

別添「生産性向上の取組検討シート」のとおり。（該当箇所色づけ） 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

該当なし 



別 紙 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

本市においては地域間幹線も含めて、ほぼ全ての生活路線は赤字であり、事業者にとっ

て将来にわたって当該事業における利益が見込めない中で、多額の資金を必要とするバス

車両の更新は大きな負担であることは明らかである。 

 こうしたことから、車両更新への支援は必要な路線を継続的に維持する上で必要不可欠

であり、本事業を活用して、必要な車両更新を後押しすることにより、地域間幹線を持続

的に維持確保しようするものである。 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

ノンステップバスの導入を図り、導入率４０％を上回ることを目標とする。 

 

（２）事業の効果 

計画的に車両更新を進めることにより、順次、バス車両の快適性を高めることにより、

利用者の増に寄与するとともに、また、ノンステップバスの導入を促進することを目標と

し、障がい者や高齢者にとっても、よりやさしい公共交通となることを目指す。 

 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

表６、表７のとおり。（該当箇所色づけ） 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

該当なし 

 

（２）事業の効果 

該当なし 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

 



別 紙 

18．協議会の開催状況と主な議論 

浜田市地域公共交通活性化協議会 

・令和６年６月 日 幹線系統について協議（書面審議） 

・令和６年６月 日 承認 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

対象系統の沿線市町が住民や利用者から聴取した意見を、協議会において報告。 

便数の増、バス停の数や位置、案内・表示等についての細かな意見は様々あったが、いず

れの幹線系統も沿線住民にとっては欠かせない重要な系統であり、現在運行している系統

については、減便せず、引き続き運行を確保してもらいたいという意見が多数。 

そのため、令和７年度の計画としては、現状程度の系統を維持し、今後も行政と沿線住

民、事業者が連携し、時刻表・路線図の配布や案内板の設置などについて協議を行い、よ

り一層の利用促進に努めることとした。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）島根県浜田市殿町 1 番地      

（所 属）浜田市まちづくり社会教育課    

（氏 名）公共交通係 稲田 誠       

（電 話）0855-25-9201           

（e-mail）machizukuri@city.hamada.lg.jp   
 



令和５年度浜田市地域公共交通活性化協議会事業報告 

 

１ 協議会の開催 

（1）事業計画・予算等について協議するため、次のとおり協議会を開催した。 

第 1回 

日 時 令和５年７月 10日（月）13時 30分～15時 00分 

出席者数 21名 

議 題 
・令和４年度事業報告及び決算・監査報告について 

・令和５年度事業計画（案）及び予算（案）について 

第 2回 

日 時 令和５年 10月 25日（水）13時 30分～15時 00分 

出席者数 17名 

議 題 
・地域公共交通計画の策定に係る進捗状況について 

・令和６年度地域公共交通の再編について 

第 3回 

日 時 令和５年 12月 15日（金）13時 30分～15時 00分 

出席者数 19名 

議 題 
・浜田市地域公共交通計画（素案）について 

・今後のスケジュールについて 

第 4回 

日 時 令和６年２月 22日（木）10時 45分～12時 00分 

出席者数 18名 

議 題 
・地域公共交通計画の策定について 

・石見交通路線バス「長沢瀬戸ヶ島線」の減便について 

 

（2）各地域における公共交通事情の把握や、地域公共交通計画に対する利用者目線で

の意見交換を行うため、令和５年７月及び令和６年２月に利用者部会を開催した。 

 

２ 「第 2次浜田市地域公共交通再編計画」の進捗管理 

「第2次浜田市地域公共交通再編計画」の事業の進捗状況は以下のとおりであった。 

（1）ドア・トゥ・ドアで移動できるタクシーを利用した新たな交通手段 

令和５年４月から 1団体当たりの年間補助上限額を 40万円から 50万円に引上げて

あいのりタクシー等運行支援事業を継続して実施した。 

さらに、令和５年 10月から原油価格・物価高騰対策として、1団体当たりの年間補

助上限額を 50万円から 80万円に引き上げた。 

また、実施検討中の地区まちづくり推進委員会に対し、個別に補助制度の説明や事

例の紹介をする等、事業の導入促進を図った。 

【実績】 

年度 申請件数 
 

実施団体数 対象経費額 補助金額 
継続 単発 

令和 3年度 4件 0件 4件 3団体 141千円 86千円 

令和 4年度 60件 18件 42件 13団体 2,256千円 1,670千円 

令和 5年度 88件 25件 63件 15団体 5,628千円 4,328千円 
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（2）敬老福祉乗車券制度の見直しについて 

  令和４年４月からの敬老福祉乗車券交付事業（第３期）を継続して実施した。 

  令和５年 10月から原油価格・物価高騰対策として、購入可能な上限冊数を５冊引

き上げた。 

 

３ 公共交通利用促進・乗務員確保への取組み 

（1）公共交通利用促進への取組み 

年々バスの利用者が減少する中、バス路線が比較的充実している三隅地域の「みす

みフェスティバル」において「バス体験乗車会」を開催して子どもから大人までバス

を身近に感じてもらうことで、バスを利用するきっかけづくりとすることを目的に実

施した。 

実施日：令和５年 11月 12日（日）10時～15時 

体験者：約 250名 

  

 

（2）乗務員確保への取組み 

  公共交通機関の乗務員確保を目的として、「南極観測船しらせ」浜田港入港イベン

トにおける企業ブースや「しまね移住フェア 2023in東京」における交通業種ブース

に出展し、来場者への乗務員募集チラシの配布や移住を検討している方への個別相談

等を実施した。 

 

４ 「浜田市地域公共交通計画」の策定 

令和２年11月の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正に伴い、本

協議会を同法に基づく法定協議会として設置した。 

同法において、令和６年６月末までに、地方公共団体において地域交通に関するマ

スタープランとなる計画「地域公共交通計画」を策定することが努力義務化されたこ

とから、平成30年度に策定した「第2次浜田市地域公共交通再編計画」の計画年度を

１年繰り上げ、法定計画の作成及び実施に関し必要な協議を行った。 

本協議会における協議が調ったことから、令和６年２月に「浜田市地域公共交通計

画」を策定した。 



【収　入】 （単位:円）

１補助金
 １補助金
　１浜田市補助金

２諸収入
 １雑入
　１雑入

収入合計

【支　出】 （単位:円）

地域公共交通
計画策定事業

交通対策
事務費

地域公共交通
計画策定事業

交通対策
事務費

地域公共交通
計画策定事業

交通対策
事務費

１運営費 871,760 764,000 107,760 244,146 244,146 0 ▲ 627,614 ▲ 519,854 ▲ 107,760

　１会議費 694,000 694,000 0 222,954 222,954 0 ▲ 471,046 ▲ 471,046 0

　　１会議費 694,000 694,000 0 222,954 222,954 0 ▲ 471,046 ▲ 471,046 0

540,000 540,000 0 180,000 180,000 0 ▲ 360,000 ▲ 360,000 0

135,000 135,000 0 34,114 34,114 0 ▲ 100,886 ▲ 100,886 0

19,000 19,000 0 8,840 8,840 0 ▲ 10,160 ▲ 10,160 0

　２事務費 177,760 70,000 107,760 21,192 21,192 0 ▲ 156,568 ▲ 48,808 ▲ 107,760

　　１事務費 177,760 70,000 107,760 21,192 21,192 0 ▲ 156,568 ▲ 48,808 ▲ 107,760

10,000 0 10,000 0 0 0 ▲ 10,000 0 ▲ 10,000

30,000 20,000 10,000 9,537 9,537 0 ▲ 20,463 ▲ 10,463 ▲ 10,000

137,760 50,000 87,760 11,655 11,655 0 ▲ 126,105 ▲ 38,345 ▲ 87,760

２事業費 92,240 0 92,240 71,774 0 71,774 ▲ 20,466 0 ▲ 20,466

　１事業費 92,240 0 92,240 71,774 0 71,774 ▲ 20,466 0 ▲ 20,466

　　１事業費 92,240 0 92,240 71,774 0 71,774 ▲ 20,466 0 ▲ 20,466

62,240 0 62,240 62,240 0 62,240 0 0 0

30,000 0 30,000 9,534 0 9,534 ▲ 20,466 0 ▲ 20,466

３予備費 1,000 0 1,000 0 0 0 ▲ 1,000 0 ▲ 1,000

　１予備費 1,000 0 1,000 0 0 0 ▲ 1,000 0 ▲ 1,000

　　１予備費 1,000 0 1,000 0 0 0 ▲ 1,000 0 ▲ 1,000

支出合計 965,000 764,000 201,000 315,920 244,146 71,774 ▲ 649,080 ▲ 519,854 ▲ 129,226

※ 既収入額（補助金＋預金利息4円＝964,004円）と精算額（315,920円）との差額（648,084円）は、市へ戻入

令和5年度浜田市地域公共交通活性化協議会決算書

款・項・目

節

備　考
区　　分 差額(A)決算額(A)予算額(A)

浜田市補助金 ▲ 648,084
交通対策事務費　200千円
地域公共交通計画策定事業
764千円

利子収入 ▲ 996

315,916

4

964,000

1,000

款・項・目

節

備　考
区　　分

差額(A)

計

▲ 649,080965,000

予算額(A)

計

ア 報償費

イ 旅費

ウ 需用費

エ 旅費 旅費（協議等）

オ 需用費 消耗品費等

カ 役務費 資料印刷費・郵送料等

キ　旅費 出張旅費（東京）

ク　事業費

315,920

決算額(A)

計
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令和 6年度浜田市地域公共交通活性化協議会事業計画（案） 

 

1 会議等の開催予定 

（1）第１回協議会 

開催時期：令和 6年 7月 

会議内容：①令和 5年度事業報告及び決算・監査報告 

     ②令和 6年度事業計画及び予算の承認 

 

（2）第 2回協議会 

  開催時期：令和 6年 10月   

 

（3）利用者部会 

  開催時期：令和 7年 1月 

 

（4）第 3回協議会 

  開催時期：令和 7年 2月 

 

※ 必要に応じてワーキング等の開催を検討 

※ 第 2回及び第 3回協議会は浜田市地域公共交通計画の進捗状況の報告、次年度の事

業検討等を予定 

 

2 公共交通利用促進の取組 

（1）バス体験乗車会の開催 

民間バス事業者と連携し、市内のイベントや地域のサロン等の開催に併せて、

路線バスの展示・体験乗車会やバスの乗り方教室を開催し、バスに不慣れな方に

もバスに親しんでもらう取組を行う。 

 

（2）公共交通利用促進へつながるイベント等への支援 

地域等が公共交通利用促進を目的とし、自主的に企画、運営するイベント等へ

の支援を行うことで、公共交通機関を日常的な移動手段として認識してもらう働

きかけを行う。 
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（3）公共交通に関する積極的な情報提供 

①公共交通を利用して支えるという意識の醸成を目指し、利用者が減少している公

共交通利用の実態について、市民への周知を図る。 

②公共交通に関心をもってもらうきっかけづくりとして、広報やホームページ等を

活用し、公共交通に関する情報を発信する。 

 

3 地域公共交通サービスの調査・県等 

AI等の先進技術を活用した効率的かつ利便性の高い地域公共交通サービスの導入に

向けて、全国の先進事例の調査、検討を行う。 

また、国の動向に注視しつつ、エリア一括協定運行事業（自治体と交通事業者が協定

を締結し、エリアで一括して運行する事業）等の仕組みについて調査、検討を行う。 

  



【収　入】 （単位:千円）

予算額(A)
前年度
予算額
(B)

差額
(A-B)

１補助金
 １補助金
　１浜田市補助金

500 964 △ 464

２諸収入
 １雑入
　１雑入

1 1 0

収入合計 501 965 △ 464

【支　出】 （単位:千円）

予算額(A)
前年度
予算額
(B)

差額
(A-B)

１運営費 380 934 △ 554

　１会議費 255 694 △ 439

　　１会議費 255 694 △ 439

204 675 △ 471

39 0 39

12 19 △ 7

　２事務費 125 240 △ 115

　　１事務費 125 240 △ 115

45 10 35

50 30 20

30 200 △ 170

２事業費 120 30 90

　１事業費 120 30 90

　　１事業費 120 30 90

３予備費 1 1 0

　１予備費 1 1 0

　　１予備費 1 1 0

支出合計 501 965 △ 464

令和6年度浜田市地域公共交通活性化協議会予算(案)

款・項・目 備　考

節

区　　分

浜田市補助金
地域公共交通計画策定事業の
減

利子収入

款・項・目 備　考
区　　分

節

イ 旅費

ウ 需用費

オ 需用費

カ 役務費

ア 報償費

エ 旅費
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